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社会福祉法人　なずな

地域密着型特別養護老人ホーム　そのさと



【令和　7年　2月　1日現在】



「地域密着型特別養護老人ホーム そのさと」重要事項説明書
　当施設はご入居者に対して介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご留意いただきたいことを次のとおり説明します。

１．施設経営
（１）法人名：社会福祉法人なずな
（２）法人所在地：長野県須坂市大字豊丘2754番地1
（３）電話番号：０２６－２１４－９７２７ 　ファックス　０２６－２１４－９７２８　　　
（４）代表者名：理事長　德　竹　順　一
（５）設立年月日：平成 ２９年　９月　２８日

２．施設の名称等
（１）施設の種類：ユニット型介護老人福祉施設　平成 ２９年　１０月　１日指定
（２）介護保険事業所番号：須坂市指定　２０９０７０００８５　号
（３）施設の名称：地域密着型特別養護老人ホーム　そのさと
（４）施設の所在地：長野県須坂市大字豊丘2754番地1
（５）電話番号：０２６－　２１４－９７２７ 　ファックス　０２６－２１４－９７２８
　　　　　　　　　０８０－９６５５－１８４９
（６）施設長（管理者）氏名：徳　竹　順　一
（７）施設の目的： 入居前の日常生活上の暮らしを入居後もそのまま延長できるように、可能な限りの支援を行い、施設サービス計画に基づいて、入居者様の能力に応じた日常生活を営むことができるように支援することを目的としています。
（８）運営方針：お一人おひとりの個性と人格及び価値観を尊重し、優しく温かく、その人らしく、今までの暮らしが継続でき穏やかに加齢するよう支援します。
（９）開設年月日：平成 ２９年　９月　２８日
（10）入居定員：２９名

３．施設の概要
	居室・設備の種類
	室　数
	備　　　考

	居　　室
	　２９室
	１室　11.188　㎡

	浴　　室
	　　３室
	檜浴槽（３）天井用リフト付き



４．職員の配置状況
	職　　　種
	職　員　数
	指定基準

	施設長（管理者）
	１名
	１名

	副施設長 兼看護・介護
	0名
	0名

	医師（委託医師）
	１名
	１名

	生活相談員（兼介護）
	１名
	１名

	介護職員（非常勤含む）
	２１名以上
	９名

	看護職員（非常勤含む）
	2名
	１名

	介護支援専門員（兼介護）
	1名
	１名

	機能訓練指導員（兼看護）
	2名
	１名

	栄養士（非常勤）
	1名
	１名



５．サービスの概要
（１）食事
　　・入居者様の身体状況や栄養状態及び嗜好、食形態に配慮して栄養士が献立をたて美味しく召し上がっていただけるよう配慮した食事（クックチル食・外部委託業者）を提供いたします。入居者様の希望や生活習慣を尊重し、状況に応じ適切な場所で、適切な時間に温かい食事を召し上がれるよう、また特別な食事（療養食、希望食、お酒等の嗜好品）は入居者様のご希望に基づいて実費にて提供します。
　　　＜食事サービス開始時間＞
　　　朝食 7時00分～9時00分　昼食 12時00分～14時00分　夕食 17時00分～19時00分
　　・経管栄養の方には必要に応じた高栄養流動食を提供いたします。（※看護師が勤務している時間内になります。）
・ご家族の責任においての外食、出前等は自由です。※但し、食品の持ち込み（内容・量等）に関してはご相談ください。
　　・食欲不振などの際には嗜好に合わせて特別食を提供させていただきます。その際には実費を頂きます。（高カロリー食、嚥下対応食【ゼリー食、ムース食】等）
（２）入浴
　　・入浴または清拭を身体状況に応じ基本的に週２回支援させていただきます。（※体調不良により予定回数入浴できない場合もございます。）
　　・身体機能を評価し状況に応じて個浴にてチェアー浴かリフト浴をご利用いただけます。
　　・シャンプーやボディーソープ等については、リラクゼーション効果やスキンケアに配慮した製品を用意しておりますが、ご本人の希望のシャンプー等の使用がある場合はご相談下さい。
（３）排泄
　　・排泄はプライドを維持して頂くために、入居者様の身体機能を把握しご本人様と相談しながら、残存機能を最大限に活用した自立支援を行います。
　　・尿意や便意を表現できない方でも、美味しく食べてしっかり出せる様に、なるべく座位で排泄できるように支援します。
（４）居室
　　・入居者様がその方らしい暮らしを続けられるように、くつろげる、癒される空間を作るために家具や飾り物などを自由に持ち込み、居場所づくりにご家族の方も協力願います。
　　・ご家族様の居室での宿泊は自由です。（※ご家族様の寝具は持ち込み願います。）
　　・居室の鍵については自由ですが、状況によっては職員が開けさせていただくこともありますことをご了承ください。
（５）個別機能訓練
　　・いつまでもトイレで排泄、いつまでもご自分で召し上がれるような日常生活を送ることができるように、機能維持また機能減退を防止するために必要な生活リハビリ（食堂で椅子に座る事、トイレで座る事）を実施します。ご希望により医療保険対応で、訪問マッサージ業者によるリハビリを個別に行うことも可能です。
（６）健康管理
　　・提携医師による診療及び、看護職員による健康管理を行います。施設内での対応が困難な場合は嘱託医、ご家族様、ご本人様の判断によりご希望の医療機関への受診・入院となることがあります。※ 限られた職員配置ですので、お手数ですが、受診（入院）時の同行、手続きなどは、基本的にご家族の方に対応をお願いします。止むを得ず受診対応が出来ない時はご相談ください。
　　・「感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針」、「褥瘡予防対策指針」、「事故発生防止及び事故発生時対応のための指針」を定め、指針に基づき入居者の健康管理、また安全や安心を確保します。
・看取り介護
　　　入居者様の重度化に伴う医療ニーズに対応するとともに「看取り介護実施の指針」に基づき看取りの意義や目的を明確にした上で入居者ご本人様の自己決定と尊厳をまもりながら安らかな最期を迎えるために、ご家族様の協力を得ながら、精神的、肉体的苦痛の緩和に努めます。
※１緊急時は昼夜問わずご家族様に連絡を入れさせて頂きますので、必ず対応を願います。また、やむなく対応が難しい時はご家族様に代わる代理を見つけ頂くようお願いいたします。
※２施設の玄関は防犯の目的で17時00分から8時30分まで施錠をしております。お電話をしていただくと職員が開錠いたしますのでご連絡をお願いいたします。
　　・たんの吸引等医療的な介護が必要な場合の取扱い
　　　口腔内のたんの吸引及び胃ろう等による経管栄養については、医師の承認及び指示に基づき看護職員の指導の下、日勤の時間帯（8時30分～17時30分）の間は可能となり、また看護職員と介護職員が連携・協働し、研修を受け認定を受けた職員（配置できた場合）が実施可能となりますが、基本的に看護職員は日勤なので、夜間の吸引や夜間の医療行為が必要な場合は医療機関への入院等をご検討頂く事になりますのでご了承願います。
（７）身体拘束の廃止
　　・「身体拘束廃止の指針」に基づき身体拘束を廃止し、入居者様の人権及び尊厳を守り穏やかに暮らせるよう支援します。※やむを得ない場合を除き可能な限り拘束は致しません。
（８）整容生活全般等
　　・その方らしく個性と価値観を尊重し、入居者様の好みに応じた整容に努めます。お好み等ございましたら遠慮なくお知らせください。
　　・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを励行いたしますが、体調や、ご本人様の希望により寝間着等で過ごされる場合もありますので、ご了承ください。
　　・洗濯は施設にて行います。紛失防止のためにすべてのものに記名をお願いいたします。（ウール、シルク、カシミヤ等の洗濯機、乾燥機に不向きな素材の服は、お手数ですがご家族様で洗濯対応をお願い致します。）
（９）相談援助等
　　・ご本人様、ご家族様からの相談には随時対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
（10）趣味活動等について
　　・施設での生活を豊かなものとするためにお好みに応じた趣味活動、レクレーション、節目の行事を開催いたします。
　　・趣味活動、レクレーションなどはご本人様の希望により参加は自由です。参加料金として材料費等実費をいただくこともあります。
（11）理容・美容サービス
　　・理美容師の出張による、カット・パーマ・カラーなどの理美容サービスをご利用いただけます。料金は実費となります。（※提携する理美容機関の料金となります。）
（12）お預かりするもの
　　・健康保険証、介護保険証、介護保険負担限度額認定書（該当者のみ）、その他医療費若しくは利用料が減額される証書は原本をお預かりさせて頂きます。
　　・更新され新しい保険証等がご自宅に送付された場合は、速やかに施設にお持ちください。
（13）その他
　　・入居者様が必要とするサービスをご希望に応じて、できる限り対応いたします。ただし、別途料金を頂く場合があります。
　　・一人暮らしの方には、人権擁護並びに成年後見人制度等の手続きのご相談に応じます。
（14）入居中の医療の提供について
　　・医療を必要とする場合、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることが出来ます。（※ 受診が必要な時は、基本的にはご家族様に受診対応をお願いしています。なお、ご家族様の対応が難しい場合は、通院送迎付添いサービス事業者をご紹介いたします。）
　　・基本協力医療機関：医療法人公仁会轟病院 　須坂市大字須坂1239　　電話026-245-0126
　　　　　　　　　　　：長野県立信州医療センター 須坂市大字須坂1332　電話026—248-3240
　　　
６．サービス利用料金
（１）基本料金（介護保険）
　　①施設利用料　　
　　　入居者様の要介護度に応じたサービス利用料から介護保険給費額を除いた金額が自己負担金となります。（※サービス利用料金は、入居者様の要介護度と介護保険負担割合に応じて異なります。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（単位：円）
	[bookmark: _Hlk500851748]要介護度
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	サービス利用料（日額）
	　６８２円
	　７５３円
	　８２８円
	　９０１円
	　９７１円

	加算含む月額目安（１割の方）
	134,125円
	136,553円
	139,118円
	141,202円
	144,008円

	加算含む月額目安（２割の方）
	160,219円
	165,076円
	170,206円
	174,374円
	179,987円

	加算含む月額目安（３割の方）
	186,314円
	191,239円
	198,728円
	204,810円
	212,990円


※②～㉒までの加算は、職員体制や状況により変化しますので、必要時にご説明します。
②初期加算　
　　　入居または再入居（30日以上の入院から戻られた場合）の日から３０日間加算される。
	初期加算
	自己負担1割：３０円、2割：６０円、３割：９０円／日


　　③外泊時費用　
　　　入院または外泊された場合、1ヶ月に6日を限度として所定単位数に代えて算定。
	外泊時費用
	自己負担１割：246円、2割：492円、3割：738円／日


　　④再入所時栄養連携加算
　　　入院していた入居者が退院し再度当該施設に入居する際、必要となる栄養管理が入院前と大きく異なるため、管理栄養士が病院の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合に1回を限度として加算する。
	再入所時栄養連携加算
	自己負担１割：200円、２割400円、３割600円／日


⑤療養食加算
　　　疾患があり医師が必要と認めたとき、治療目的にて療養食を提供する場合。
	療養食加算
	自己負担１割：１８円、2割：３６円、3割：５４円／日


　　⑥栄養マネジメント強化加算
　　イ　低栄養状態のリスクが高い入居者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の調整を実施していること。
　　ロ　入居者が退居する場合において、管理栄養士が退居後の食事に関する相談支援を行うこと。
　　ハ　入居者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
	栄養ケアマネジメント強化加算
	自己負担１割：11円、２割：22円、３割：33円／日


　　⑦経口移行加算
　　　経管栄養の入居者に経口による食事摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、医師の指示を受けた管理栄養士による栄養管理及び看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り算定。
	経口移行加算
	自己負担１割：２８円、2割：５６円、3割：８４円／日


　　⑧経口維持加算
　　　Ⅰ　経口摂取をしている摂食機能障害を有する入居者について、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等多職種にて会議を行い、経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合。
　　　Ⅱ　その会議に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、Ⅰに加えて算定。
	経口維持加算 Ⅰ
	自己負担１割：400円、2割：800円、3割：1,200円／月

	経口維持加算 Ⅱ
	自己負担１割：100円、2割：200円、3割：300円／月


　　⑨口腔衛生管理加算
　　　Ⅰ　歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し口腔ケアを月２回以上行った場合。
　　　Ⅱ　加算（Ⅰ）の算定要件に加え、厚生労働省に情報を提供し、口腔衛生等の管理の実施に当たって必要な情報を活用していること。
	口腔衛生管理加算 Ⅰ
	自己負担１割：90円、２割：180円、３割：270円／月

	口腔衛生管理加算 Ⅱ
	自己負担１割：110円、２割：220円、３割：330円／月


　　⑩看護体制加算
　　　入居者様の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や手厚い看護職員を配置し、加算要件を満たした場合。
　　・看護体制加算Ⅰイ　常勤看護師が１名以上配置されている時。
　　・看護体制加算Ⅱイ　看護職員を常勤換算方法で２名以上配置されている時。
　　　当施設の看護職員、又は病院、診療所、訪問看護ステーションの間職員との連携により２４時間の連携体制を確保している時。
	看護体制加算 Ⅰイ
	[bookmark: _Hlk500850887]自己負担１割：１２円、２割：２４円、３割：３６円／日

	看護体制加算 Ⅱイ
	自己負担１割：２３円、２割：４６円、３割：６９円／日


⑪配置医師緊急時対応加算
　配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入居者の診察を行った場合に1回算定される。
	早朝・夜間
	自己負担１割：650円、２割：1,300円、３割：1,950円

	深夜
	自己負担１割：1,300円、２割：2,600円、３割：3,900円


⑫看取り介護加算
　　　Ⅰ　一定の基準に適合する入居者（※）が施設での終末期ケアを希望され、医師からの状況説明を聞き、それに同意された方に対し「そのさと　看取り介護指針」及び医師他多職種による「ケア計画」に基づいて看取り介護を受けた場合、その日から４５日間を上限として別に介護保険法に定める要件により加算。ただし退居した場合は退居日の翌日から死亡日までの間は算定しない。
　　　　　※厚生労働大臣が定める入居者の基準に適合する入居者の内容は以下のとおり。
　　　　　イ　医師が一般に認めている医学的知見に基づき治療が不可能、回復のみこみがないと診断された方。
　　　　　ロ　「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行っていること。
　　　　　ハ　施設サービス計画書の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めていること。
　　　　　二　医師、看護師、生活相談員、介護職員等が共同して、入居者様の状態又はご家族の求め等に応じ随時説明を行い、同意を得て、介護が行われていること。
　　　　　Ⅱ　加算（Ⅰ）の算定要件に加え、「配置医師緊急時対応加算」が取得できる体制であること。
	


看取り介護加算 Ⅰ




	（死亡日45日前～31日前）
自己負担１割： 72円、２割：144円、３割：216円／日

	
	（死亡日30日前～4日前）
自己負担１割：144円、２割：288円、３割：432円／日

	
	（死亡日前々日、前日）
自己負担１割：680円、２割：1,360円、３割：2,040円／日

	
	（死亡日）
自己負担１割：1,280円、２割：2,560円、３割：3,840円／日

	


看取り介護加算 Ⅱ
	（死亡日45日前～31日前）
自己負担１割：72円、２割：144円、３割：216円／日

	
	（死亡日30日前～4日前）
自己負担１割：144円、２割：288円、３割：432円／日

	
	（死亡日前々日、前日）
自己負担１割：780円、２割：1,560円、３割：2,340円／日

	
	（死亡日）
自己負担１割：1,580円、２割：3,160円、３割：4,740円／日


⑬日常生活継続支援加算
　　　下記いずれかを満たしている場合。
　　イ　算定日の属する月の前６ヶ月又は１２ヶ月における新規利用者の７０％以上が要介護４又は要介護５である。
　　ロ　算定日の属する月の前６ヶ月又は１２ヶ月における新規利用者の６５％以上が日常生活に支障をきたす症状のある認知症である。
　　ハ　社会福祉士及び介護福祉法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする利用者が１５％以上である。
	日常生活継続支援加算
	自己負担１割：４６円、２割：９２円、３割：138円／日


　　⑭サービス提供体制強化加算
　　　下記要件を満たした場合。（ただし日常生活継続支援加算と同時には算定しない。）
　　　Ⅰ　介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80％以上、または、勤続10年以上の介護福祉士が35％以上のいずれかに該当。
　　　Ⅱ　介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60％以上であること。
　　　Ⅲ　介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50％以上、または、勤続7年以上の職員が30％以上のいずれかに該当すること。
	サービス提供体制強化加算Ⅰ
	[bookmark: _Hlk500851511]自己負担１割：22円、２割：44円、３割：66円／日

	サービス提供体制強化加算Ⅱ
	自己負担１割：18円、２割：36円、３割：54円／日

	サービス提供体制強化加算Ⅲ
	自己負担１割：6円、２割：12円、３割：18円／日


　　⑮夜勤職員配置加算
　　　ⅠまたはⅡ　人員基準（2ユニットごとに1名）＋1名以上の介護職員、看護職員を夜間に配置すること。または、見守りセンサーを入居者の10％以上に設置し、センサーの安全有効活用を目的にした委員会の設置と検討会の実施がある場合には、人員基準＋0.6名以上の配置をすること。
　　　ⅢまたはⅣ　加算（Ⅰ）または（Ⅱ）の要件に加えて、看護職員を配置するか喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置すること。
	夜勤職員配置加算Ⅱイ
	自己負担１割：46円、２割：92円、３割：138円／日

	夜勤職員配置加算Ⅳイ
	自己負担１割：61円、２割：122円、３割：183円／日


　　⑯生活機能向上連携加算
　　　Ⅰ　訪問リハを実施している事業所または医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言（入居者の状況を把握した上で行うこと）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能向上を目的とした個別機能訓練計画を作成した場合。（3月に1度を限度とする。）
　　　Ⅱ　訪問リハを実施している事業所または医療提供施設の理学療法士等や医師が加算を算定する施設に訪問し、加算を算定する施設の職員と共に入居者の状態を把握した上で個別機能訓練計画を作成し、当該施設の職員が協働し作成された計画にある機能訓練を実施した場合。
	生活機能向上連携加算Ⅰ
	自己負担１割：100円、２割：200円、３割：300円／月

	生活機能向上連携加算Ⅱ
	自己負担１割：200円、２割：400円、３割：600円／月


⑰個別機能訓練体制加算
　　　Ⅰ　専従、常勤の機能訓練指導員を配置し、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合。
　　　Ⅱ　加算（Ⅰ）の算定要件に加え、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
	個別機能訓練加算 Ⅰ
	自己負担１割：12円、２割：24円、３割：36円／日

	個別機能訓練加算 Ⅱ
	自己負担１割：20円、２割：40円、３割：60円／月


　　⑱ADL維持等加算
　　　入居者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持できているかを評価することで算定できる加算。
　　　Ⅰ　イ　評価対象利用期間が6ヶ月を超える入居者の総数が10人以上であること。
　　　　　ロ　入居者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、BarthelIndexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚労省に提出していること。
　　　　　ハ　利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象入居者のADL利得を平均して得た値が１以上であること。
　　　Ⅱ　・加算（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。
　　　　　・評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が２以上であること。
	ADL維持等加算　Ⅰ
	自己負担1割：30円、２割：60円、３割：90円／月

	ADL維持等加算　Ⅱ
	自己負担1割：60円、２割：120円、３割：180円／月


　　⑲自立支援促進加算
　　　利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化予防の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を評価することで算定できる加算。
　　　イ　医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係わる支援計画等の策定等に参加していること。
　　　ロ　イの医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係わる支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
　　　ハ　イの医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
　　　二　イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
	自立支援促進加算
	自己負担1割：300円、２割：600円、３割：900円／月


　　⑳褥瘡マネジメント加算
　　　Ⅰ　イ　入所者等ごとに褥瘡の発生と関連あるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施にあたって当該情報等を活用していること。
　　　　　ロ　イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
　　　　　ハ　入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録していること。
　　　　　二　イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
　　　Ⅱ　加算（Ⅰ）の要件に加え、施設入居時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入居者等について、褥瘡の発生がないこと。　　
	褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）
	自己負担1割：3円、２割：6円、３割：9円／月

	褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）
	自己負担1割：13円、２割：26円、３割：39円／月


　　㉑排せつ支援加算
　　　Ⅰ　イ　排せつに介護を要する入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入居時等に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価を行い、その評価等を厚労省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
　　　　　ロ　イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施していること。
　　　　　ハ　イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入居者等ごとに支援計画を見直していること。
　　　Ⅱ　加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入居時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入居時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
　　　Ⅲ　加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入居時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入居時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
	排せつ支援加算（Ⅰ）
	自己負担1割：10円、２割：20円、３割：30円／月

	排せつ支援加算（Ⅱ）
	自己負担1割：15円、２割：30円、３割：45円／月

	排せつ支援加算（Ⅲ）
	自己負担1割：20円、２割：40円、３割：60円／月


㉒科学的介護推進体制加算
　Ⅰ　イ　入居者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚労省に提出していること。
　　　ロ　サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他のサービスと適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
　Ⅱ　加算（Ⅰ）の要件に加えて、心身・疾病の状況の情報を厚労省に提出していること。
	科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
	自己負担1割：40円、２割：80円、３割：120円／月

	科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
	自己負担1割：50円、２割：100円、３割：150円／月


㉓安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。入居時に１回限り算定。
	安全対策体制加算
	自己負担1割：20円、２割：40円、３割：60円


㉔若年性認知症利用者受入加算
　　　若年性認知症の方を受入れ、入居者様やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供し、算定の要件を満たしている時。
	若年性認知症利用者受入加算
	自己負担１割：120円、２割：240円、３割：360円／日


　　㉕認知症専門ケア加算
　　　認知症日常生活自立度や施設の体制により算定の要件を満たしている場合。
	認知症ケア加算（Ⅰ）
	自己負担１割：３円、２割：６円、３割：９円／日

	認知症ケア加算（Ⅱ）
	自己負担１割：４円、２割：８円、３割：１２円／日


　　㉖在宅復帰支援機能加算
　　　在宅復帰のためご家族と連絡調整し、退去後利用予定の居宅介護支援事業所に対して情報提供、調整を行った場合、
	在宅復帰支援機能加算
	自己負担１割：１０円、２割：２０円、３割：３０円／日


　　㉗在宅・入居相互利用加算（算定の要件を満たした場合）
	在宅・入居相互利用加算
	自己負担１割：４０円、２割：８０円、３割：120円／日


　　㉘認知症行動・心理症状緊急対応加算
医師が、認知症により在宅生活が困難で緊急に入居する事が適当と判断した場合。
	認知症行動・心理症状緊急対応加算
	自己負担１割：200円、２割：400円、３割：600円／日
（入居後７日まで）


　　㉙小規模拠点集合型施設加算
　　　５人以下の複数の居住単位に入居している方へサービスを提供する場合に必要となる職員配置等を評価する加算。
	小規模拠点集合型施設加算
	自己負担1割：50円、２割：100円、３割：150円／日


㉚退居時等相談援助加算
	ａ．退居前訪問相談援助加算
	自己負担１割：460円、２割：920円、３割：1,380円

	ｂ．退居後訪問相談援助加算
	自己負担１割：460円、２割：920円、３割：1,380円

	ｃ．退居時相談援助加算
	自己負担１割：400円、２割：800円、３割：1,200円

	ｄ．退居前連携加算
	自己負担１割：500円、２割：1,000円、３割：1,500円


　　　ａ．入居期間が１月を超えると見込まれる入居者の退居に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、入居者の居宅を訪問し退居後の居宅サービス等について相談援助を行った場合１回又は２回算定する。
ｂ．退居後３０日以内に居宅訪問し相談援助を行った場合、１回算定する。
ｃ．入居期間が１月を超える入居者が退居し、その利用する居宅サービスについて相談援助を行い市町村、老人介護支援センターに対して、又は入居した他の社会福祉施設等に対して、退居日から２週間以内に情報提供した場合、１回算定する。
ｄ．入居期間が１月を超える入居者が退居し居宅サービスを利用する場合、それに先立って居宅介護支援事業所に対して情報提供した場合、１回算定する。
　　㉛介護職員処遇改善加算
	介護職員処遇改善加算Ⅰ
	算定要件を満たした場合、上記①～㉚で算定した介護サービス単位数に14.0％を乗じた金額


※サービスに対するその他の加算等で、利用料金に関わる額は介護報酬告示上の額となります。
（２）その他の料金（介護保険外）
　　①居住費（１日あたり）
	利用者負担段階
	第１段階
	第２段階
	第３段階①②
	第４段階

	居住費負担額
	８８０円
	８８０円
	１，３７０円
	２，１０６円


　　　　※入院及び外泊時において、ショートステイ等で他者がその居室を利用することがあります。その場合は、居住費は頂きません。但し、入院及び外泊期間中も居室を確保している場合は、居住費を負担していただきます。ただし、利用者負担段階が第１段階から第３段階の方については、外泊時費用算定期間中は、利用者負担段階に応じた負担額となり、それ以外の期間は、２，００６円となります。
　　②食費（※１日３食セット購入の為、外出及び外泊の場合で１～２食欠食しても１日分となります。）
	利用者負担段階
	第１段階
	第２段階
	第3段階①
	第3段階②
	第４段階

	食費負担額
	３００円
	３９０円
	６５０円
	1,360円
	1,495円

	おやつ代
	１５０円
	１５０円
	１５０円
	１５０円
	１５０円


　　③理美容代　　　実費（カット2,500円、顔剃り1,000円、パーマ・カラー6,200円）
　　④教養娯楽費　　実費（クラブ活動等の教材、茶菓子代、講師代、他）
　　⑤入浴用品洗剤等実費 月額６９０円。（リンスインシャンプー、洗濯洗剤等）
⑥その他日常生活用品　テッシュペーパー、口腔ケア用品、ポリデント等は持ち込み若しくは立て替え払いとなります）
⑦各種専用福祉用具（車椅子、歩行器、エアーマット、「褥瘡予防」等）必要要具全般購入費。
　　⑧その他の実費
（平成１２年３月３０日／老企５４号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知で定めるもの）	
　　※③、④、⑥はご利用者の選択により実費をご負担いただきます。
　　※介護保険外の料金は、当施設の経営状況及び物価の変動等により変更する場合があります。
　　※①居住費及び②食費について負担限度額認定の該当者は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額が１日にお支払いいただく居住費、食費の上限となります。サービスをご利用する際は、認定証を必ず施設に確認させてください。
　　　　尚、減額証をご提出されない場合は、自己負担分の利用料金が減額されない場合がございますので、予めご了承ください。
　　⑨退所時の居室クリーニング　実費（概ね5～6万円程度）
　⑩受診時の対応はこちらで対応致しますが、職員の人数も決まっているので、定期の受診については、ご家族での対応をお願い致します。
　　　※　車椅子対応の自動車の貸出も行っておりますので、ご相談ください。
（３）利用料金の支払い方法
　　　前記（１）（２）の料金・費用は１ヶ月ごと計算し、翌月の１５日頃までに請求書を
ご指定先に郵送しますので、請求月の２５日前後（金融機関が休日の場合は翌日）に自動振替により受領いたします。やむを得ない事情がある方はご相談ください。利用料金の支払いを受けた時は、領収書を翌月の請求書発送時に同封させていただきます。
【指定金融機関口座】
八十二長野銀行須坂支店（店番号２５１） 普通口座　９９５８６２

７．施設利用に当っての留意点
　　①来訪・面会
　　　面会時間は午後１４時から１７時まで、１回の面会時間は２０分間とさせていただいております。事前にご予約のお電話をお願い致します。面会の際は玄関にて入退室記録記入表へのご記入と、手指消毒、マスクの着用をお願い致します。
　　②外出・外泊
　　　体調が良ければいつでも外出・外泊が可能です。前日までには職員へお知らせ下さい。
　　③飲酒・喫煙
　　　飲酒・喫煙については、医師と検討させていただきますが、出来るだけ今までの暮らしが
続けられるよう支援させていただきます。（※但し、室内及び館内は禁煙となります。）
　　④火気の取扱
　　　施設内への火気の持ち込みは、施設で許可するもの以外は持ち込まないでください。
　　⑤所持品の管理
　　　　　貴重品等については、入居者様又はご家族様にて管理をお願いいたします。入居者様が管理されていた所持品等の紛失については責任を負いかねます。
　
　　⑥ペットの同伴
　　　面会時のペットの同伴は、都度職員に相談してください。
　　⑦宗教活動
　　　個人的な信仰は自由ですが、施設内での宗教活動（勧誘等）はご遠慮ください。
　　⑧禁止事項　
　　　当施設では多くの方に安心して暮らしていただくために、入居者様及びご家族様の「営利
行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」はご遠慮ください。

８．非常時災害対策
　　・防災設備　スプリンクラー、屋内消火栓、消化器設備
　　・避難訓練　年２回以上職員の訓練実施、入居者様にもご協力いただきます。

９．苦情の受付について
　　当施設における苦情・相談等は以下の窓口で受け付けます。ご遠慮なくお申し出下さい。
1 苦情受付窓口：　施設長　・　生活相談員
　　　受付時間：毎週月曜日～金曜日　９時～１６時
　　　また、苦情受付ボックスを各ユニットの玄関に設置しています。
2 第三者委員：　１）中　島　則　子 ℡ 248-1211　　２）竜 円 富美子 ℡ 248-2842
3 苦情解決責任者：　德　竹　順　一 ℡ 080-5143-0727
　　　※　以下の窓口でも相談を受け付けております。
　　　須坂市 高齢者福祉課 介護保険係　　　　　電話０２６－２４８－９０２０
　　　小布施町役場 健康福祉課 高齢者福祉係　　電話０２６－２１４－９１０８
　　　高山村役場　健康福祉課　福祉係　　　　　電話０２６－２４２－１２０１
　　　長野県国民健康保険団体連合会
　　　　　　　　　介護保険課苦情処理係　　　電話０２６－２３８－１５８０
　　長野県福祉サービス運営適正化委員会　　　電話０２６－２２６－２２１０

10．外部評価について
①「信州介護べんり帖」へ評価項目等の情報公表実施。
② 地域運営推進会議開催（2ケ月毎）…行政職員、地域住民（区長、民生委員、第三者委員）


指定介護老人福祉施設サービス提供の開始に際し、ご本人様及び代理人様への重要事項説明を行いました。


　事業者　　住　　所　　　長野県須坂市大字豊丘２７５４番地１
　　　　　　事業者名　　　社会福祉法人　なずな　地域密着型特別養護老人ホーム　そのさと
　　　　　　代表者名　　　理事長　德　竹　順　一　　　　　　 ㊞
　
　　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞
